
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

利便増進誘導区域について、軽井沢町内で区域の指定を行いました。 

誘導区域では道路占用許可が柔軟に認められ、歩道内でのカフェやベンチ等によるテラス営業

等が可能になります。詳細については、維持管理課管理係までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【軽井沢地域での考え方】軽井沢本通り（幅員５．５ｍの箇所の場合） 
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長野県（佐久建設事務所）プレスリリース  令和 5 年（2023 年）3 月 31 日 

 
利便増進誘導区域を軽井沢町内で指定しました。 

佐久建設事務所佐久北部事務所 
維持管理課管理係 
（課長）井出 圭一 （担当）久保 勝太郎 
電 話  0267-63-3172（直通） 
F A X  0267-63-3128 
E-mail sakuken-hokubu@pref.nagano.lg.jp 

東雲交差点 

利便増進誘導区域指定路線 

・一般県道 旧軽井沢軽井沢停車場線 

 東雲交差点 ～ 軽井沢駅入口交差点 

 

軽井沢駅入口交差点 
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〇区域の指定に係る考え方 

・有効幅員（歩道）2.0m 以上を確保すること 

・視覚障がい者用ブロックからの離隔を 60 ㎝以上確保すること 

・既存の物件（植栽、街路樹等）が優先されること 

2.0ｍ以上の幅員を確保 
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2.0m 以上の 
歩行空間幅員の確保 
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